
基本的施策 ６
政策・方針決定過程への女性の参画促進

第3章 　計 画 の 内 容

　男女共同参画社会の実現には、女性の政策・方針決定過程への参画が重要です。
　しかし、我が国の政策・方針決定過程への女性の参画は遅れており、国際的に
みても低水準であります。
　沼津市においても、政策や方針決定に関する審議会等への女性委員の登用を
促進してきましたが、その登用率は分野によっては十分ではなく、一層の推進
が求められています。
　このため、市政や審議会等での女性登用をこれまで以上に推進していくとと
もに、企業や各種機関・団体に対しても、女性の参画促進を呼びかけ、その取
組を支援する必要があります。

　あらゆる分野における政策・方針決定の場への、女性の積極的参画・登用の
啓発をします。

現状と課題

方　針
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　市政の政策決定にかかわる各審議会等への女性の積極的登用を推進し、男
女の意見を行政に反映していきます。

　企業・諸団体における管理職等への女性の登用を推進するため、学習機会
や研修情報を提供します。

　市役所・教育の場における管理職等への女性職員の登用を推進するととも
に研修の充実を図ります。
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